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はじめに 

 
 

階段室型集合住宅における昇降問題へのアプローチ 

                   松村秀一（東京大学、建築技術支援協会代表） 

 
 今日の要求水準に適合しなくなっている部分という空間資源の短所は、もち

ろん現行法規に適合しない部分だけではない。建物には、法規上ある水準を満た

すことが義務付けられていない性能や設備が多く存在するが、それぞれの性能

や設備については、時代と共に要求される水準が高くなっているものが多く、空

間資源をこれからの豊かな生活の場に仕立て上げるにあたっては、この水準を

満たす努力が求められる場合が多くなる。 
典型的なものとして二つだけ例を挙げておこう。一つは居住性、いま一つはエ

レベーターである。 
（中略） 

 次にエレベーターである。かつてはエレベーターのない 4～5 階建ての集合

住宅が当たり前に建てられていたが、今日の新築ではそうした例は見られない

し、高齢化の急速な進行は、もっと低い建物でのエレベーター設置すら当たり

前のものにしつつある。エレベーター設置については、先の断熱強化とは異な

り、その効果は誰の目にも明らかである。この場合の問題は費用である。エレ

ベーターの増設が普及するには、費用が高すぎるのである。 
階段しかない既存の建物にエレベーターを設置するのは、そう容易なことで

はない。建物内部でのアクセス空間の取り方や近隣への日照等の影響に関する

配慮もあり、そもそもエレベーターのためのスペースをどこに設けるかが問題

になるし、エレベーター本体以外に、そのための構造、安全性や防犯性の確

保、日常のメンテナンス等に相当な費用が必要になる。これは純粋に技術的な

問題であるとの思いから、ＮＰＯ法人建築技術支援協会

（http://www.psats.or.jp/）の仲間たちが分譲集合住宅で採用可能なエレベータ

ーの設置方式を検討しているが、未だ決定的な方法は案出できていない。 
今日の要求水準に適合しなくなっている部分という空間資源の短所を補うに

は、費用対効果の明確化とともにその向上が必須であり、そのために建築技術

者が貢献すべき事柄はまだまだ決して少なくない。 
（拙著「建築‐新しい仕事の形 箱の産業から場の産業へ」（彰国社,2012）第 3

章「空間資源の短所を補い長所を伸ばす」より引用） 
 
 



 
 

２．実現手段のオールタナティブ検討のための達成目標の明確化 
 エレベーターのない中層集合住宅にエレベーターを新設することの困難は、上述したよ

うに費用の大きさに主因があるわけだが、大元の問題を解決する手段が、本当に一般的なエ

レベーターを新設するという方法だけなのかどうかを十分に吟味した方が、費用削減を実

現しやすいのではないか。 

 それでは、大元の問題の解決、つまりここでの達成目標は何か。これを先ず明確にしてお

く必要がある。いろいろな見方がありえるが、達成目標は概ね次のようになるだろう。 

【達成目標】 
２階以上に居住する高齢者が、気楽に住棟外に出かけられる環境を整えること。（このこと

は、副次的には、高齢者の心身の健康増進に繋がり、地域或いは国全体の医療費支出を抑制

する。） 

 

３．具体的な問題設定とその解決手段のオールタナティブ 

 上記の達成目標に対して解決すべき具体的な問題を設定してみる。 

【問題】 
例えば４階に住み自分では最早階段の昇降ができない高齢者を、どのように地上階或いは

他階と行き来できるようにするか？ 

 

 問題をこのように設定した場合、例えば以下のような解決手段が考えられる。そして、こ

れらは近未来の技術や社会構造を念頭に置くと、十分に検討に値する方法だと考えられる。 

 

a． 人（最低 2名必要でしょう）が階段で運ぶ 

例えば、デリバリー系のサービス業との兼務、現代版籠屋、地域住民同士の共助等

が考えられよう。 

b． 移動機械（ロボットを含む）が階段で運ぶ 

例えば、さまざまな種類のロボット技術の活用が考えられよう。 

c. 乗り物（階段を昇降できる）で階段を移動する  

例えば、特殊な電動車椅子等の開発･適用が考えられよう。 

d. 補助装置（ロボットスーツ等）で階段を移動する  

例えば、ロボットスーツ、特殊な義足、間接補強装置、筋肉補強装置等の開 

発･適用が考えられよう。 

e. エレベーターで階段を使わず移動する 

  これについては、コスト構造の分析に基づく改善検討が必要であろう。 

f. 移動装置（滑り台、ゴンドラ等）で階段を使わずに移動する 

例えば、螺旋階段＋リフト、エレベーターと見做されない簡易リフト、収納可能なスラ

イドシューター等の開発･適用が考えられよう。  
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１章  中層階段室住宅における高齢者居住の現状 

           ～階段昇降機をご存知ですか？～ 

                NPO たすけあいサポートアイアイ 岩橋百合   

 

1、 アイアイについて 

2008 年有志 6 人で NPO 法人“たすけあいサポートアイアイ”を設立しました。 

 

２、 階段昇降サポートについて 

   美浜区は 2008 年当時住民の約 4 割がエレベーターのない 5 階建て中層に居住。 

   千葉市全体の高齢化率は２１％、しかし美浜区の戸建て住宅地域では、40％を超える

ところが出てきています。 

 

2、 その結果、日常の外出、通院、デイなどへの通所が自力でできなくなっている人が

数多く出てきました。 

 

3、 アイアイの階段昇降サポート 

2008 年   100 回 

2009 年   165 回 

2010 年   205 回 

2011 年   252 回 

2012 年   210 回 

2013 年   250 回見込み 

 

 

 

４、アイアイの利用者と利用の目的 

 通院が 8 割、デイサービスへのお出か 

け、季節のお出かけ、法事などが 1 割。

毎年新規利用者が 8～15 名増えていま

す。 
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５、中層階段室住宅の高齢者居住の現状 

学術的な調査はないが、千葉市の次期介護保険計画のための調査（今年実施）項目に階段

で困っているか？と問い項目が初めて入りました。現在集計中。 

階段昇降機の存在もあまり知られていないため、お年寄りを上の階から下すために自

治会が救急車を呼んだ事例などもあります。 

 

６、デモンストレーションの実施 

アイアイでは階段昇降機の存在を知らせるためのデモンストレーションを毎年 10 回ほど

行なっています。またこの問題を広く知ってもらうために意見交換会を昨年と今年行な

いました。これには行政や自治会、社会福祉協議会、私営県営住宅、ＵＲ担当者などにも

参加していただいています。（報告書あり） 

 

 

７、多くのＮＰＯと共通の問題、持続的な運営というアイアイの抱える問題 

  今負担となっている事務所家賃、車の維持費、階段昇降機のメンテナンス費用などが

生み出せる運営を実現すること、そのためには介護保険の市町村給付事業に入れてもら

うことが必要と考えています。既にそれを行なっている東京都多摩市などを参考に千葉

市当局にも取り組みをお願いしたいと考えています。    

 

 

 

 

 

 

 
 西小中台団地にてデモ 

階段昇降機スカラモービル(ドイツ製)

を使用。 

  安全のため、操作者と補助者の 2

名で対応。 

美浜区内 3 階まで 850 円/片道  

4 階 1000 円/片道 

  5 階  1250 円/片道   
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２章 志木ニュータウンにおける中層エレベーター設置検討 

                                    志木ＮＴ東の森一番街管理組合 
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３章  中層住宅のエレベーターの海外事例と国内事例 

                 特定非営利活動法人 建築技術支援協会 小畑晴治 

 

中層の階段室方式の共同住宅は、１９２０年代から欧米で建設が行われ、第二次大戦

後は世界中に普及した。そうした住宅に、多くの高齢者が住み続けるという状況は、

２０世紀後半まであまり社会的な問題にはならず、必要に応じた住み替えによって

対応できてきていた。 

 しかし、１９８０年ころになると、社会的なニーズの高まりで、まず西欧諸国で中

層住宅にエレベーターを後付けできる技術が開発されるようになったが、日本でも

そのころから、中層住宅も新規建設の場合はエレベーターを設置するようになった。 

 
２－１．海外におけるエレベーターの改修設置事例 
   オランダのロッテルダムの Voorburg 団地では、１９２０年代に建設された中層

階段室住宅の団地に、エレベーターを導入する取り組みが行われた。 

  下図は、オランダのエレベーター設置の改修事例であるが、住棟内に収まっていた階

段室を改造し、住棟外に突出する形で螺旋階段（半周で上がる！）をガラスブロック

で覆う形で設置、階段室内の半分の幅のエレベーターシャフトを設けている。次ペー

ジの外観写真参照。 オランダでは、急勾配の回り階段の採用が認められている。 
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  フランス（パリ）においては、中層住宅向けの小型エレベーターが改良されながら導

入されている。階段室型の住棟向けではなく、小さな吹き抜け付階段室の吹き抜け部や、

小空間の室内に設置することも可能である。４周ガラスのタイプも用意されている。 
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２－２．我が国における中層階段室住宅のエレベーター改修設置方式の開発 
    

中層階段室住宅は、我が国の公営・公団住宅、公務員住宅、民間企業の社宅などで大

量に建設されたことから、公的研究機関や大学で様々な研究開発が行われてきた。 

    公団の晴海アパート（昭和３３年竣工）で初めて住宅用にエレベーターが採用され

たが、当時はエレベーターの設置コストが極めて高額であったため、少しでもそのコ

ストを提言するため、スキップ廊下アクセス方式（３階と６階、９階に停止）が採用

された。高額家賃の市街地の高層住宅でのみ採用された。その後同種の公営住宅や公

社住宅にも採用されることになったため、KJ 規格のエレベーターとして低コスト化

が図られたが、昭和４５年に財）ベターリビングが発足し、その｢BL 認定部品｣の中

でエレベーターも認証され規格化されることとなり、中層階段室住宅用のエレベー

ターも開発されることとなっていった。 

 

① 一財）ベターリビングにおける住宅用エレベーター開発の取り組み*1 HP より 

昭和30年代後半になると集合住宅の高層化に伴いエレベーターが設置され始め、公共

住宅においては1962（昭和37）年より公共住宅用規格部品（KJ部品）として採用さ

れ、1978（昭和53）年には、他のKJ部品と同様にBL認定制度への移行が行われた。そ

の後、1998（平成10）年に、塔屋機械室に収納されていた電動機や巻上機、制御盤を

エレベーターシャフト内に設置し、機械室を必要とせず床面積と建物高さを抑え、建

築コストやランニングコストで有利なマシンルームレス型エレベーターが開発され、

当財団では、2000（平成12）年11月に「マシンルームレス型エレベーター」の認定基

準化が行われるなど、認定範囲の拡大が図られてきた。 

さらに、高齢化社会への対応と住宅ストックの活用を図るため、1999（平成11）年

には、建設省（現国土交通省）指導のもと公共住宅事業者等連絡協議会により、高齢

者等の居住に配慮した公共賃貸住宅の整備推進のひとつの方法として、既存の階段室

型共同住宅に設置する低コストで、コンパクトなエレベーターとエレベーターシャフ

トを開発することを目的に「階段室型共同住宅用エレベーター開発提案募集」が行わ

れた。その成果をもとに2000（平成12）年11月に、階段室型中層共同住宅の階段室へ

設置する独立したエレベーターシャフトとエレベーター設備を一体とした「階段室型

共同住宅用エレベーター」の認定基準が制定され、翌年に第１号の認定が行われた。 

また、2001（平成13）年には、「防犯に配慮した共同住宅に係わる設計指針」へ対

応させるため防犯カメラ等を必須構成部品のセットフリー部品として位置付け、住宅

共用部での防犯対策への強化が図られた。 
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２－３．公的機関における中層階段室エレベーターの設置方式の検討と事例 
  UR は、高度経済成長期の住宅の大量供給という使命を受けて、郊外団地にも高層住宅

を建設する必要に迫られ、上述の KJ 規格・BL 規格のエレベーターを採用することとな

ったが、新規建設の中層住宅でのエレベーター対応は１９８０年代以降となる。既存中層

住宅へのエレベーター設置は

１９９０年代、既存の中層階段

室住宅への設置は２００１年

以降となっており、平成２２年

度末まで実績は約 126 棟 3800

戸とのことである。 

  国交省関連の HP で公開さ

れている中層 EV 関連の情報

は UR の事例を参考にしたも

のとなっている。 
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４章  中層住棟エレベーター設置の建築計画 ＵＲにおける取り組み 

                   都市再生機構本社技術調査室 白川 徹 

 

昭和３０～５０年代に供給された公営住宅、公団住宅等の多くは標準設計（決められた型

による設計）に基づく中層階段室型共同住宅が中心であり、殆どの住宅にはエレベーターが

設置されていない。こうした既存共同住宅ストックのアクセス経路のバリアフリー化を促

進し、高齢者等が暮らしやすい住宅の供給を図るため、いくつかの団地において中層階段室

型共同住宅にエレベーターが設置されている。 

中層階段室型共同住宅へのエレベーター設置方法には大きく以下の方式があるが、それ

ぞれの方式によってバリアフリーの度合いや、設置後の住戸性能、コストや工期、居住中の

住棟での工事の可否などに違いがあり、どの方式で設置するか、敷地条件も含め優先する条

件に適した方式を選定する必要がある。 

 

踊り場着床型 

既存階段室の踊り場にエレベーターを設置する方式（ＧＬ、２.５Ｆ、３.５Ｆ、４.５Ｆ

の４着床又は、ＧＬ、２.５Ｆ、４.５Ｆの３着床）である。ローコストかつ居住中の住棟で

の工事が可能なことから設置の実績が多い。ただしエレベーターの着床階が２～３階中間

踊り場（２.５Ｆ）等となることから、各フロアへのアクセスは半階段分の昇降が残り、完

全バリアフリーとはならないことが課題である。 

 

出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会とりまとめ」国土交通省 

 

フロア着床型（バルコニー側） 

既存のバルコニーにエレベーターを設置する方式（ＧＬ、１～５Ｆの６着床又は、ＧＬ、

２～５Ｆの５着床（１Ｆはスロープ））である。ローコストかつ居住中の住棟での工事が可

能であり、また階段昇降の解消（バリアフリー化）を図ることができる。バルコニーに面し

た居室がエレベーターへの出入り口となるため、防犯やプライバシー確保の対策、バルコニ



10 

ーの段差解消などが必要となる。設置にあたっては日照や眺望、プライバシーの観点など居

住者の承諾を得ることが重要である。 

 

出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会とりまとめ」国土交通省 

 

 

 

 

 

 

 

フロア着床型（階段室側） 

既存の階段室を直階段に改修、又は階段室を撤去して廊下状に改修し、新たに屋外階段及

びエレベーターを設置する完全バリアフリー化が可能な方式（ＧＬ、１～５Ｆの６着床又は、

ＧＬ、２～５Ｆの５着床（１Ｆはスロープ））である。住戸内部を改修する必要はないが、

工事期間中の仮設階段等の設置、又は仮移転などのコストが高くなるほか、既存躯体改修に

伴う騒音・振動などの施工に伴う影響が大きいことが課題である。 
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出典：「持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会とりまとめ」国土交通省 

 

 

片廊下設置型 

上記のフロア着床型（階段室側）と同様に既存の階段室を改修し、外廊下を新設してエレ

ベーターを設置する方式（ＧＬ、１～５Ｆの６着床又は、ＧＬ、２～５Ｆの５着床（１Ｆは

スロープ））である。各階段室を外廊下で接続することによりエレベーターを階段室毎に設

置する必要はないが、エレベーター１基当たりの利用戸数が階段室単位より多くなるため

一般用エレベーター（９人乗り程度）を設置することが多い。 

対応エレベーター部品 

中層階段室型共同住宅に設置するエレベーターは、メンテナンスにかかる費用も含めて

低コストで大量な公的ストックのバリアフリー化を推進するべく開発された、ＢＬ部品に

認定される階段室設置専用のもので、１階段室あたり１０戸を想定した４人乗りのものが

採用されている。 

その工法には、エレベーター単体のもの（シャフトは在来工法）、ＰＣ又は鉄骨造でユニ

ット化されたシャフトにエレベーターを組み込むタイプなどがあり、工期やコスト、吊り上

げ重機の設置スペースなどを考慮して選定する必要がある。 
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中層階段室型共同住宅へのエレベーター設置の法的課題 

集団規定 

（一団地認定） 

団地の多くは建築基準法第８６条による「一団地認定」を受けて建設されている。エレベ

ーター増築に伴い現行基準への適合や認定変更の手続き等について、所轄の行政との協議

が必要となる。 

特に、検査済証（工事完了時の完了検査においてその工事が建築基準法に適合しているか

どうかを建築主事等が検査し、合格した場合に発行されるもの。）が無い場合や、駐輪場な

ど建築確認申請を行わず増築した建築物がある場合等については、建物耐震診断と併せて

構造躯体の調査報告を求められたり、未申請増築建築物の撤去を求められたりする場合が

あるためその取扱いについては所轄の行政の確認が必要である。 

（日影規制） 

建築基準法第５６条の２による日影規制が創設された昭和５１年以前に建設された団地に

おいて日影の既存不適格がある場合、日影既存不適格部分を増大させない等の条件付きで

エレベーター増築が許可されることがあるため、所轄の行政との協議が必要となる。 

 

単体規定 

エレベーター増築において、既存部分への遡及を受けて対応が必要となる可能性がある

主な項目に以下のものがある。 

（防火規定） 

建築基準法施行令第１１２条防火区画規定のうち、竪穴区画、防火区画スパンドレル、区

画貫通配管、防火設備の構造などについて、施行以前に建設された住棟では改修の対応が必

要になる場合がある。事例として、階段室に面した開口部の防火設備化や遮煙性能の確保、

便所換気口の閉塞、浴室ＦＦトップとの離隔確保、メーターボックス床のスラブ設置などが

ある。 

（避難規定） 

階段室型共同住宅を外廊下型に改修する場合、階段室単位で分節されていた各階の床面

積が合算されることによる階段の数、階段巾員等に関して、現行規定遡及の有無についての

確認が必要である。 

エレベーターの設置によって階段室が「採光上有効に外気に解放されている」とみなされ

なくなり、建築基準法施行令第１２６条の４に規定する非常用照明の設置を求められる場

合がある。 

（構造耐力） 

増築部分の面積や既存部分との接続方法により、既存部分の構造耐力上の検討が必要と

なる場合がある。 
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（消防法） 

エレベーター設置の対象となる住棟が受けている消防特例は１１８号通知（昭和３６年）

又は４９号通知（昭和５０年）であると考えられ、エレベーター増築に伴う階段の開放性や

二方向避難の確保等、特例の条件についての確認が必要となる場合がある。 

 

 

計画・工事上の課題 

居住中の住棟での工事となることから、工事期間中の居住者等の動線確保、躯体等の解

体・撤去に伴う騒音・振動等への配慮が必要なほか、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等の代替

施設の確保が必要となる。 

また、既存の階段室廻りに布設されている改修された給水管や電気幹線等の切り回し、屋

外埋設配管類の切り回し、都道府県条例等による出入口から道路への避難経路巾の確保等

が必要となり、事前に十分な調査と計画が必要である。 

 既存遡及への対応のため、住戸の開口部等を改修する必要がある場合に、住戸内部への立

ち入り工事が必要となる場合がある。 

 

  



14 

５章  東京都住宅供給公社における中層階段室エレベーター設置の事例 
                        東京都住宅供給公社   

            首都大学特任教授／(株) 青木茂建築工房主宰 青木 茂   

 
   東京都住宅供給公社では、UR と同様の階段室踊場着床のエレベーターの設置を、

公社住宅と都営住宅での改修設置で導入している他、都営住宅のスーパーリフォーム

事業（居住者が退去した上で抜本的な改修を行うもので、階段室中層住棟に廊下を設

置してエレベーターを設置する方式なども含む）なども手がけている。 

  現在、千歳烏山住宅団地で、｢リファイン建築｣方式による中層階段室住棟の改修を 

行っており、その中で外廊下新設によるエレベーターの設置を行っている。 
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６章  中層階段室住宅へのエレベーター改修設置の法的課題 

              特定非営利活動法人 建築技術支援協会 小畑晴治 

 
    中層階段室住宅は、欧米の壁式構造の集合住宅から改良が加えられ日本に移入さ

れたものであるが、鉄筋コンクリート構造とした場合の耐火性能については、評価が

定まっていなかった。昭和３５年に行われた｢日本住宅公団赤羽台住宅火災実験｣（社

団法人 日本科学防火協会・公団住宅火災実験員会）に、国や学識専門家が参画し、

関連する防耐火性能や消火活動、修復対応が確認され、今日の建築基準法・消防法の

関連規定に活かされているが、それ以前の建物について、建築基準法や消防法の遡及

改修が必要となるような状況が見られなかったことが報告されている。 

 

２－１．建築基準法の扱い 

    建築基準法では、｢昇降機｣に関して、同法３４条、建築基準法施行令１２９条３～

13 の３で規定があり、利用時に落下するなどの危険がないような構造にすること

が求められているほか、昇降機の構造について詳細な規定が定められている。 

     昇降機そのもの以外で、中層階段室住宅へのエレベーター改修設置を考える際

に問題となるのは、以下の点である。 

    �階段室は、住棟内にかなり食い込んで設置されているが、｢屋外階段｣と見なされ

防耐火上の軽減（通常の建築物の場合に比べ消火設備が緩和され、狭い幅員で容

認されている）が図られているのであるが、もし改修でこの軽減措置が適用外に

なると膨大な費用が掛かってくる。特定行政庁にも一定の理解はあるが、統一見

解のような明文化されたものはない。 

     �エレベーターの改修設置に伴い、外廊下や階段の付け替えなどが必要となる際に

既存建物並の見なし防耐火性能で認められるかどうか、この判断によって工事

費に大きな差がでてくる。これについても、統一見解はなく手探りの対応となる。 

 

  ２－２．消防法の扱い 

     上記の赤羽台住宅火災実験を受け、｢共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の

基準の特例｣としてその後に建設された集合住宅に適用され、昭和５０年に消防

予第４９号で明文化されて以降も引き続き使われてきた。これに代わる第１７

０号通達は、自動火災報知設備を付けること条件に外廊下に面する住戸開口部

の制限を緩和できるものであったが、平成７年に統一的運用に代わることとな

った。 

      建築基準法の扱いとは別に、｢２方向避難、開放型廊下及び階段室等並びに特

定光庭の判断基準｣などについての判断や見解が示されている。 
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 参考 
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 参考 
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７章  中層住宅へのエレベーター設置の技術的課題（建物技術） 

                       建築技術支援協会 丸山和郎 

 

・構造技術 

 昭和３０～５０年代に供給された公営住宅、公団住宅等の多くは５階建てまでの中層住

宅で、標準設計に基づくＲＣ壁式、ＰＣ壁式構法によっている。 

 壁式構法は、構造躯体の変形を抑える剛構造で、構造上ある程度の壁量が必要なため、

ラーメン構造に比べ開口部のとり方が限定される。板状の壁や床だけで構成し、柱や梁

が室内に出ないため室内を広く使える特徴があるが、新たな出入り口や開口部を設ける

にしても補強方法など困難な課題が伴う。 
 階段室は中間踊り

場板、階段板、玄関前

床板で構成され、そ

れぞれの層に伝わる

水平力が周囲の一般

床とは異なる。  PC

壁式構造の場合、中

間踊り場板は、袖壁

に設けられたブラケ

ットのアンカープレ

ートに溶接接合で架

けられた 4 点ピン支

持構造で、阪神淡路

大震災での例では接

合部破断を起こし、

２cm ほどずれたも

のがあった。 

 このことは、バリア

フリー化工事で階段

室床板、階段板を解

体する場合、これら

のピン接合部を切断

することで、PC 板ピ

ース部品として取り
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外すことが可能であることを物語っており、後述例のような PC 部品毎の解体工事案を

提示することができた。 

一方、中間踊り場着床型エレベーター設置の場合はエレベーターホール床と 4 点ピン

支持の中間踊り場板との接合部はそれぞれに働く地震力を直接伝えないよう、エキスパ

ンションジョイント構法或いはスリット構法としなければならない。 

 これらの外付け構築物設置について解決しなければならないいくつかの構造技術的課題

は、つぎのとおりである。 

１）地耐力の確認と基礎構造（杭基礎・ラップル基礎・直接基礎）の検討 

２）構築物の主たる構造材料選択（ＲＣ造・Ｓ造・ＰＣ造、高耐候性材・工法） 

３）搭状比（構築物の高さと横幅との比）と転倒モーメントの検討 

直接基礎の場合は、塔状比 2.5 程度を限界。杭基礎なら 4、鉄骨造なら 6を目安。 

 上記搭状比を超える場合の入力地震力係数を(0.2 の 1.5 倍の)0.3 とする。 

 

地震力係数 0.3 以上、または保有水平耐力に相

当する地震力作用時に地盤の極限支持力を、ま

たは杭基礎では杭体の耐力、極限支持力、極限

引き抜き抵抗力を越えないことを確認。（平１９

国交省告示第５９４号の第４の５） 

 

４）上記３）と関連する各階に設ける振れ止め支点構造の検討 

５）既存構築物（駐車場、屋外階段、変電室、集塵所など）との取合い部の納まり検討 

６）部分解体撤去時および仮設階段ほか仮設構造物の構造検討 

７）重機走行路盤耐力の確認 

８）意匠・設備計画との整合性検証 

９）積算技術併用によるコストプランニング（プライマリーコストおよびランニングコス 

ト） 
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志木 NT. バリアフリー化プロジェクトでの検討例 
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・積算技術 

 本来、積算業務は、設計企画業務のコストプランニング業務として扱われるため、設計企

画案に左右されるだけでなく、設計企画案に対し、最適なコストパフォーマンスを発揮でき

るようＶＥ提案などフィードバックする業務でもある。 

 積算方式としては、公営住宅などの公共建築物にあっては、「公共建築物等積算基準」等の

標準類や、指定の積算ソフトがある場合は、それらによる。 

民間分譲マンション管理組合が発注者となる場合、積算標準はないため、積算条件など詳

細部分まで協議の上、委託契約締結の運びとなる。 

団地再生のコンセプトは住みやすい建物への長寿命化改造と共に、そこに生活する

人々の新たなコミュニティーの「場」の形成とその持続で、いわば「小さな町再生」で

ある。 

 この「小さな町再生」の一手段としてのバリアフリー化プロジェクトに発揮される大

きな意味での積算技術は、設計と施工との調整を図るマネジメント技術ともいえる。 

 従って、以下に掲げる実務面での積算技術を「小さな町再生」の実現にどれだけ反映

させることができたか、ということが最終評価される。 

実務面で求められる積算技術 

１）積算条件等を明らかにするための積算仕様書作成技術 

２） 設計図等に表現されていない部分についての納まり等の推察技術 

３） 仮設工事等、設計図等に表現されない工事についての施工計画立案技術 

４）解体工事に関わる機材・労務等の標準歩掛りデータの蓄積と運用 

５）改良・新設工事に関わる材料・労務等の標準歩掛りデータの蓄積と運用 

６）工程手順の組立と全体工程計画立案のためのシミュレーション 

７）新たな解体・新設工法に対する設計単価データ収集 

８）上記設計単価の裏付けとなる施工者からの見積収集 

９）映像表現など、プレゼン用コスト比較表作成技術 

10）成果品の一部としての資料作成技術 

                  など 
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[参考－１] 積算用概略仕様書例 

 

 

 

[参考－２] 鉄骨部耐火被覆塗装面積積算例 

 

 

[参考－３]積算資料（標準工程計画例） 
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・施工技術（居ながら施工） 

 築３０年以上の長経年中層住宅団地の多くは、住棟間隔も広く、階段室へのアクセスは北

側に配置されている。 

 このため、エレベーター増設によるバリアフリー化改修計画にあっても北側アクセス部分

について、以下に掲げる「居ながら改修施工の技術的課題」の解決とともに、各アクティビ

ティの工程計画立案技術や施工管理技術が重要となる。 

 

４） 工事期間中の居住者等の日常生活動線および維持管理用動線の代替経路の確保 

(ア)玄関出入り口に代わる開口部の改造および補強復旧方法 

② 仮設階段等の設置、転用移設、解体方法、並びに安全・防犯対策 

③ 郵便物、新聞等、投函設備移設 

④ メーターボックス等検針用動線経路 

⑤ バイパス経路設置に伴う手摺等の改造、復旧方法、並びに安全・防犯対策 

２）居住者等の避難経路の確保 

３）既設埋設管等の切り回し 

４）駐車場、駐輪所、排水桝ほか屋外施設の移設、復旧 

５）植栽の移植、伐採、伐根 

６）階段室躯体等の解体技術 

① 解体手順と支保工架設 

② 解体用重機等の性能（揚重能力、稼働範囲等） 

③ 切断機械類の性能（出力性能、騒音、振動等） 

④ 発生材の搬出方法 

７）エレベーターシャフト等構築に伴う施工管理技術 

① 住民、管理組合、管理会社との施工上の意見調整技術（能力） 

(イ)仮設工事 

(ウ)基礎工事（杭工事、土工事等含む） 

④ 上部構造躯体工事（鉄骨工事、鉄筋コンクリート工事、PC 部材組立工事、ALC 板取

付工事等） 

(エ)昇降機設置工事 

(オ)建築仕上げ工事(耐火被覆、建具、金属工事等含む) 

(カ)給排水設備配管切り替え工事 

(キ) 電灯動力工事 

⑨ 屋外施設復旧・改造工事（スロープ等） 
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若松二丁目住宅バリアフリー化計画プロジェクトでの検討例 

 

１．階段室を専有部（浴室）に改造 

２．旧浴室を新規玄関に（耐震ドア） 

３．共用片廊下新設工事中の生活出入り口はＤＫから 

  仮設鉄骨階段（移設式）を使用。 

右の参考写真は、ひばりヶ丘団地実験棟
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志木ニュータウン バリアフリー化プロジェクトでの検討例 
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共用廊下型東妻 EV 設置プラン（４号棟） 

 
階段室対応型 EV 設置プラン（４号棟） 
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 中層住宅用のエレベーターの建物計画  

                  日本総合住生活（株）技術開発研究所 遠藤淳子 

 

１）中層エレベーターの設置位置と形状 

時代の変化に伴い、道路・鉄道等も順次バリアフリー化されてきている中、生活の中

心である住まいが、いまだバリアフリー化されていない現実がある。特に、４０-５０

年代に建てられた中層住宅では、エレベーターが設置されていないものが多く、改修に

よる設置が望まれる。しかし、エレベーター設置費用は、高額になることが多く、資産

価値が向上するとはいえ、建物位置・屋外計画を整理し、最も、効率的かつ戸当たり単

価を下げる工法・施工を検討すること重要である。ここでは、中層住宅への後付エレベ

ーター改修について法令以外の注意点をあげる。 

 

① 配置計画 

エレベーター設置する位置によって、そこまでのルートを確保しなければならない。

また、人のルートアクセスのほか、既存建物の給排水管のルートにあたっている可

能性が高く、増築するエレベーターや廊下部分の基礎があたるため、事前にやり替

えを行う必要がある（耐震診断、建築基準法、消防法等の手続きも必要となる）。 

 

 

 

② 建物形状別における設置タイプの検討 

建物形状によって、エレベーター設置コストに大きく影響する。どのようなタイプ

のエレベーターを目指すのかによって、コストが異なる。 

 

A． 階段室型：昭和３０－４０年代で、もっともオーソドックなタイプ。ここ

では、北側に階段室があるタイプを例に整理する。住居プランとしては、南北

に風が抜ける等メリットが大きいが、各階段に設置すると５階建てで１基を１

０世帯で負担することになるため、エレベーター設置としてはコスト的に不利

な点も多い。設置に板状タイプで３階段をつなげる等の検討が必要となる。 
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・北側踊り場着床型 ：完全バリアフリーにならないので、車いす対応となら

ないが、技術的にはハードルが低く、都市機構でも、もっとも設置してい

るタイプ。2.5F、3.5F、4.5F に着床する。 

 

EV 階段

5F

→
4F

→
3Ｆ

→
2F

1F
←  

 

・南側バルコニー型 ：完全バリアフリーとなるが、バルコニーからの出入り

のために、居室側で下足を脱履するゾーンが必要になる。このため、居室

内の改修も必要となること、また、複数階段室をつなげると各住宅の正面

を他の居住者が通過することとなることから、コストダウンが難しい。さ

らに、南側に建物がでることで朝夕の日照が妨げられることから該当居住

者の合意も得られにくい可能性が高い。 

 

階段 EV
5F ←

4F ←

3Ｆ ←

2F ←

1F
→  

 

 

・北側階段撤去型 ：北側かつ完全バリアフリーで、半階段の上り下りがなく

設置することが可能。ただし、階段を一度撤去し、再設置するため、工事

中の居住者への負担が懸念される。また、新設部分が多くなることで屋外

の給排水管のとり回しや新設躯体の杭等構造部分への費用が多くなる。こ

の場合にも板状タイプで複数階段室をつなげる等の検討が可能。 
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5F

4F

3Ｆ

2F

1F
←

EV

→

→

→

→

 

 

 

・雁行階段室型  ：プランによっては、玄関ドアのあるフロアにアクセスでき

れば北側で階段を撤去せずにエレベーターを設置できる可能性がある。あま

り事例がない。 

   

階段

→ 5F

→ 4F

→ 3Ｆ

→ 2F

→ 1F
→

EV
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B． 片廊下型：昭和 50 年代以降オーソドックなタイプで、建物の周囲に、エ

レベーターを設置するスペースがあれば、完全バリアフリーで、エレベーター

を設置できる。 

 

・階段の向かい側に設置する場合 

 

・廊下の先に設置する場合 

  

・外だし階段の近くに設置する 

 

 

③ 施工計画 

・騒音防塵 

空家が多い大規模団地でなければ、だいたいが居住中に工事を行ういわゆる「居付

き工事」となるため、施工中の工事騒音等が問題になる。低騒音・低振動の工具を

使う・防音シートを利用するなど出来ることは行う、また、音の出る作業について

時間を決めて一度期にまとめる、退避住宅を用意を昼の時間は移動してもらう等の

工夫も考えられる。 

・仮設計画 

工事ヤードとして資材搬入スペースや、仮設通路等についても計画しておく必要が

ある。施工期間は駐車場・駐輪場等については、一時的に別の場所に移動してもら

う必要が出てくる。 

・居住制限 

工事の仮設計画等によっては、これまでの生活ルートが制限されることや排水ルー

ト等の盛替えに伴って、断水・停電等が必要になることがある 
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２）中層住宅における団地生活の展望 

エレベーターの有無や共用部分の計画によって、その住まい方は、異なってくる。中

層エレベーターを設置する場合に、住戸内部の住まい手のをどのように設定して、共用

部をつくっていくかどうかで、入居する対象者層は大きく変わってくる上、住宅の資産

価値も上がることも大いにあると考えてよい。いづれの場合も、どの世代をターゲット

にするべきか当初から十分に検討し、共用計画を考えて頂きたい。 

 

① 子育て世代 

エレベーター設置を検討する住宅では、多くの場合、子供世代が独立し、夫婦の

みの世代が多くなっている。異なる世代を迎えることで、マンション全体が活性化

される。 

もちろん、こういった世代の入居促進には、周囲に保育施設・乳幼児を受け入れる

病院等がある等の外的要因もあるが、ここでは、改修で改善される要素に言及する。 

子育て世代では、バスや地下鉄でも利用できるようになってきたことも踏まえ、

外出の際にベビーカーを利用することが増えてきたが、まだまだ住宅の中でのベビ

ーカー置き場がない。エレベーターを設置することで各階にアクセスできるように

なるため、共用廊下の一部における場所がある、もしくは、玄関のエントランスが

広く置く場所がある等の改修がしてあれば、入居しやすい。また、住戸内プランに

ついては、キッチンからリビングが見渡せる・ 

また、騒音についての苦情をさけるため１階を好むもしくは、同世代が住んでい

る方が好まれる。当初、１階に数世帯入居されるととりまく環境が変わり、上階に

も転居してもらえるようになるであろう。 

子育世帯

 

 

 

② サービス付高齢者住宅 

共用部がバリアフリーになることで、サービス付高齢者住宅を誘致できる可能性

がある。 

以下に、サービス付高齢者住宅の要件を挙げる 
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サービス付高齢者住宅基準 

１） 入居者  

① 単身高齢者世帯（６０歳以上または要介護・要支援認定を受けている舎） 

② 高齢者＋同居者（配偶者/ 60 歳以上の親族/ 要介護・要支援認定を受けている親

族/ 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者） 

２） 住宅規模 

●各専用部分の床面積は、原則 25m2 以上  

（ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十

分な面 

積を有する場合は 18m2 以上） 

●各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること 

（ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備える

ことに 

より、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納

設備 

または浴室を備えずとも可） 

●バリアフリー構造であること 

※都道府県知事が策定する高齢者居住安定確保計画において、告示で定める基準に従い、登録基準の強化又

は緩和可能 

３） 必須サービス  

安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービスです。ケアの専門家が少なくと

も日中建物に常駐（隣棟でも可能な場合あり）し、常駐しない時間帯は、緊急通報シス

テムにより対応これらのサービスを提供します。  

※都道府県知事が策定する高齢者居住安定確保計画において、告示で定める基準に従い、登録基準の強化又 

は緩和可能 

４） 契   約  

高齢者の居住の安定が図られた契約で、前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じら

れている  

 

こうしたサービスには、補助が適応されている住宅共用部分のバリアーフリー改

修については、1/3 （上限 100 万円／戸）の補助、高齢者生活支援施設の設置につ

いては、新築 1/10（上限 1 000 万円／施設）、改修 1/3 （上限 1,000 万円／施設）、

また事業者には、不動産取得税、固定資産税等の減税の支援措置もあり、空き住戸

が多い建物であれば、事業者を誘致し、エレベーターを設置することも可能になる。 

さらに、複数棟ある団地では、建物１階もしくは隣接棟に、高齢者生活支援施設
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（デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所

等）を誘致し、一般（サービス付高齢者住宅に登録しない住宅）にも、そのサービ

スの一部を提供してもらうことができる。補助や減税の対象となる一定以上のサー

ビス付高齢者向け住宅の戸数が確保でき施設の運営が担保できれば、一般の住宅に

もその他のサービス（安否確認や食の提供など）を受けることも可能であり、共用

改修に補助が受けられるため、団地全体の価値向上につながる。 

6

隣接棟（行政に要確認） 4 5 隣接棟（行政に要確認）
1 3

8 2 生活支援施設 7 9 10

サ付必須サービス

サ付住宅 一般住宅サービス

 

中層住宅へのエレベーター設置には、費用の面でまだまだ難しいところがあり低コストな

後付エレベーターの開発が切に望まれている。また、改修にあたっては、団地の将来像をど

こに持っていくか狙いを定めつつ、効果的な改修を行うことが大切になる。 
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８章 中層住宅におけるエレベーター設置ニーズ 

                 特定非営利活動法人 建築技術支援協会 小畑晴治 

 
  集合住宅団地の生活者ニーズについて、過去様々なニーズ調査が行われてきたが、費用対

効果を加味してのニーズや、多様なニーズの中での相対的ニーズの調査は少ない。千葉大大

学院先端都市建築ゼミの調査（2006-2014）では、それを捉えた点で一つの参考となる。 

 エレベーター設置に関しては、｢５，６千円 UP／月・戸｣の前提でのニーズを尋ねている。 

 

花見川団地（賃貸）　住宅の種類、サービス
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 上述の調査は、2006-2007 年の調査であるが、これらの団地では一部居住者の入れ替わり

はあっても、多数の高齢者がそのまま高齢化している状況が見られているため、“在宅介護

インフィル”（介護が必要な状況になったときもできるだけ一人で対応可能な内装設備が装

備され、家賃は月４万円 UP）と同様に切実度はかなり高まっている可能性がある。 

 千葉海浜ニュータウンの中層団地の多い地区の高齢化の進行度を、国勢調査の町丁目デー

タで見ると、平成５年から平成 24 年までの変化は、下記のようになっている。 

 上記のような状況に、恐怖や戦慄を覚えても始まらない。良好な近隣コミュニティが醸成

されている状況をソーシャル・キャピタルと捉え、心豊かな地域社会が持続でき、”健康寿

命”（ 日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間）が全うでき
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る団地にすることは、夢物語でなく現実に可能な取り組みになってきた。というのも、神奈

川県や千葉県、東京都は健康寿命ランキングが上の方になっているからである。 

 そして、中層住宅へのエレベーター設置で、上層階の居住者の外出機会を増やせることも、

この健康寿命の延伸に寄与できる可能性があると言える。 

 

 相互扶助や協働、あるいはコミュニティ・ビジネスの必要性が高まり、様々な形で支援体

制が整ってきているが、高齢者の多い団地や住宅地で｢機会があればボランティア活動や社

会貢献活動をしてみたい｣という声も確認できている。（千葉市磯辺地区 H24*2） 

 こうした取り組みにも、上層階の居住者は参加が難しい状況にあるが、エレベーターが設

置されることで、参加機会は飛躍的に増やせる。 

  *2 磯辺地区周辺に 3000 票配布、690 票回収のうち 100 名が｢機会があれば社会的な活動

に参加したい｣と回答した。  
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